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弁
護
士
偏
在
問
題
に
つ
い
て

石

∫

明

一二三

は
じ
め
に

偏
在
の
実
態
と
弁
護
士
過
疎
対
策

む
す
び

一
　
は
じ
め
に

弁護士偏在問題について

　
平
成
五
年
一
一
月
二
八
旦
口
同
松
市
に
お
い
て
行
わ
れ
た
日
弁
連
第
八
回
弁
護
士
業
務
対
策
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
弁
護
士
業
務
の
改
革
を
目

指
し
て
　
　
市
民
と
の
接
近
障
害
を
改
善
す
る
た
め
に
　
　
」
の
資
料
、
日
弁
連
編
「
第
二
分
科
会
パ
ー
ト
ー
、
弁
護
士
偏
在
問
題
を
考

え
る
」
お
よ
び
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
資
料
編
（
以
下
本
稿
に
お
い
て
は
第
二
分
科
会
資
料
パ
ー
ト
ー
を
引
用
す
る
）
お
よ
び
日
弁
連
刊
「
自
由
と

正
義
四
五
巻
七
号
「
特
集
弁
護
士
偏
在
問
題
を
考
え
る
」
（
一
九
九
五
年
）
の
諸
論
稿
は
、
弁
護
士
の
偏
在
問
題
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
極

め
て
有
益
な
資
料
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
弁
護
士
の
偏
在
は
、
弁
護
士
過
疎
地
の
市
民
の
法
な
い
し
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の

障
害
に
な
る
。
す
で
に
昭
和
三
九
年
の
「
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
」
が
弁
護
市
大
都
市
偏
在
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
同
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じ
問
題
意
識
か
ら
で
あ
る
（
七
七
～
七
八
頁
）
。
弁
護
士
法
第
一
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
「
弁
護
士
は
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
社
会
正
義

を
実
現
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
弁
護
士
は
法
の
実
現
、
法
秩
序
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

弁
護
士
自
身
が
そ
の
た
め
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
弁
護
士
な
い
し
弁
護
士
会
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
日
弁
連
が
右
の
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　
な
お
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
偏
在
問
題
に
関
連
し
て
、
国
選
弁
護
人
の
確
保
と
か
、
当
番
弁
護
士
制
等
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で

は
特
に
こ
れ
ら
に
言
及
し
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
意
識
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
以
下
私
は
、
本
稿
に
お
い
て
弁
護
士
偏
在
の
示
す
問
題
点
を
右
資
料
を
参
考
に
し
つ
つ
検
討
し
、
私
見
を
披
渥
し
た
い
と
考
え
る
。

　
（
1
）
　
東
北
弁
護
士
会
連
合
会
平
成
五
年
五
月
二
一
日
定
期
大
会
で
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
提
案
の
弁
護
士
偏
在
問
題
に
つ
い
て
前
向
き
に
取
上
げ
る

　
　
べ
き
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
過
疎
対
策
委
員
会
が
平
成
六
年
二
月
一
五
日
付
で
答
申
を
出
し
て
い
る
旨
報
告
さ
れ
て
い

　
　
る
（
堀
内
政
司
「
東
北
弁
護
士
会
連
合
会
に
お
け
る
弁
護
士
偏
在
問
題
に
対
す
る
取
組
み
に
つ
い
て
」
自
由
と
正
義
・
前
掲
三
三
頁
）
。
な
お
、
棚

　
　
瀬
孝
雄
「
弁
護
士
の
大
都
市
集
中
と
そ
の
機
能
的
意
義
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
号
（
昭
和
五
二
年
八
月
）
四
五
頁
以
下
も
参
照
。
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二
　
偏
在
の
実
態
と
弁
護
士
過
疎
対
策

　
ω
　
偏
在
の
実
態

　
平
成
三
年
七
月
一
日
現
在
の
弁
護
士
総
数
一
四
、
五
五
六
人
の
う
ち
東
京
三
会
に
六
、
六
三
七
名
（
四
五
・
五
九
％
）
、
大
阪
弁
護
士
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
、
O
O
八
名
（
二
二
・
七
九
％
）
、
東
京
大
阪
の
大
都
市
圏
に
実
に
全
弁
護
士
の
五
九
・
三
八
％
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
二
年
四
月
一
日
現
在
の
地
裁
支
部
総
数
二
〇
一
の
う
ち
、
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
を
有
す
る
弁
護
士
数
○
の
支

部
数
五
一
、
同
一
名
の
支
部
数
二
六
、
○
お
よ
び
一
名
の
支
部
（
以
下
「
○
～
一
支
部
」
と
略
す
）
合
計
七
七
で
あ
り
、
両
者
で
全
国
面
積



弁護士偏在問題について

の
二
七
・
五
三
％
、
我
が
国
の
全
人
口
の
八
・
〇
七
％
を
占
め
る
と
さ
れ
る
。
平
成
五
年
七
月
一
日
現
在
で
弁
護
士
数
○
の
支
部
五
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
の
支
部
二
四
、
計
七
四
支
部
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
平
成
五
年
七
月
一
日
現
在
地
裁
支
部
は
二
〇
一
あ
る
が
、
弁
護
士
○
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
五
〇
、
弁
護
士
一
支
部
は
二
四
で
あ
り
、
○
～
一
支
部
の
比
率
は
約
三
七
％
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
弁
護
士
が
東
京
、

大
阪
等
の
大
都
市
に
集
中
し
、
平
成
六
年
五
月
一
日
現
在
日
弁
連
会
員
は
一
五
、
二
二
六
名
、
う
ち
九
、
一
四
六
名
は
東
京
三
会
と
大
阪
弁

護
士
会
所
属
会
員
で
、
約
六
〇
％
を
占
め
、
残
り
が
四
八
単
位
弁
護
士
会
に
所
属
し
て
い
る
。
ま
た
地
方
都
市
で
も
、
県
庁
所
在
地
に
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

中
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
弁
護
士
数
O
～
一
支
部
の
事
件
数
が
少
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は

　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
い
。
係
属
民
事
事
件
総
数
を
上
位
一
〇
支
部
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
、
八
○
○
件
余
以
上
三
、
○
○
○
件
余
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
決
し
て
弁
護
士
数
O
～
一
支
部
に
お
け
る
事
件
数
が
少
な
い
と
は
い
え
ず
、
そ
の
こ
と
は
弁
護
士
の
二
：
ズ
が
あ
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
○
～
一
支
部
の
総
数
を
取
上
げ
た
が
、
大
都
市
集
中
の
た
め
本
庁
所
在
地

の
弁
護
士
数
の
過
疎
化
現
象
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
現
に
、
日
弁
連
新
聞
や
各
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
①
弁
護
士
の
絶
対
数
の
不
足
を
訴
え
る
も
の
、
②
事
件
の
処
理
そ
の
も
の
に

さ
し
つ
か
え
あ
る
旨
訴
え
る
も
の
（
人
口
比
・
面
積
比
で
弁
護
士
数
が
少
な
過
ぎ
る
た
め
、
各
種
法
律
問
題
の
依
頼
が
滞
る
と
い
っ
た
こ
と
の
他
、

自
治
体
に
お
け
る
法
律
相
談
に
応
じ
き
れ
な
い
、
国
選
弁
護
の
負
担
過
重
、
弁
護
士
会
の
会
務
を
処
理
し
き
れ
な
い
等
々
、
）
③
地
元
か
ら
弁
護
士
事

務
所
開
設
の
要
請
を
訴
え
る
も
の
、
④
示
談
屋
・
整
理
屋
の
横
行
等
非
弁
活
動
を
指
摘
す
る
も
の
、
⑤
弁
護
士
不
足
が
訴
訟
遅
延
の
原
因

で
あ
る
旨
訴
え
る
も
の
等
々
の
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
的
に
い
っ
て
、
一
方
で
は
法
的
二
i
ズ
が
存
在
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
、
弁
護
士
総
数
の
不
足
か
ら
弁
護
士
が
関
与
し
て
い
な
い
事
件
が
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
、
例
え

ば
法
律
問
題
の
う
ち
僅
か
二
・
八
％
し
か
弁
護
士
の
処
に
相
談
に
来
な
い
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
法
律
問
題
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

経
済
的
・
商
業
的
紛
争
の
み
な
ら
ず
、
人
権
や
社
会
正
義
に
関
す
る
紛
争
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
平
成
五
年
七
月
日
弁
連
か
ら
全
国
三
、
二
三
六
の
す
べ
て
の
自
治
体
に
対
し
て
な
さ
れ
た
弁
護
士
の
適
正
配
置
、
過
疎
化
問
題
に

35
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（
8
）

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
、
①
弁
護
士
が
何
ら
か
の
意
味
で
不
足
し
て
い
る
と
答
え
た
自
治
体
が
一
八
三
で
六
八
％
、
足
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
る
と
し
た
自
治
体
が
四
六
で
僅
か
一
六
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
既
述
の
と
お
り
、
現
状
で
も
右
に
述
べ
た
通
り
弁
護
士
過
疎
化
の
典
型
で
あ
る
弁
護
士
○
～
一
支
部
に
お
い
て
、
民
事
事
件
係
属
数
が

決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
弁
護
士
過
疎
を
解
消
し
た
と
す
れ
ば
、
今
迄
潜
在
化
し
て
い
た
事
件
が
顕
在
化
す
る
余
地
が

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
も
我
々
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
潜
在
的
に
存
在
す
る
弁
護
士
の
二
ー
ズ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
当
然
に
掘
り
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
資
料
一
八
頁
に
よ
れ
ば
、
「
単
純
に
弁
護
士
が
い
る
か
い
な
い
か
と
云
う

こ
と
だ
け
で
は
、
弁
護
士
が
法
的
二
ー
ズ
を
呼
び
起
こ
す
と
は
云
い
き
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
弁
護
士
報
酬
の
問
題
と
か
、
地
域
社

会
の
閉
鎖
性
の
問
題
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
、
弁
護
士
が
い
て
も
そ
の
二
i
ズ
を
喚
起
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。
し
か

し
な
が
ら
弁
護
士
の
存
在
は
二
ー
ズ
を
喚
起
す
る
す
べ
て
の
要
因
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
不
可
決
の
要
因
で
あ
る
こ
と
に
間

違
い
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
法
律
相
談
の
充
実
は
潜
在
的
に
存
在
す
る
訴
訟
事
件
を
顕
在
化
さ
せ
る
刺
激
に
な
る
こ
と
も
確
か
で

（
1
0
）

あ
る
。
弁
護
士
の
偏
在
の
是
正
は
市
民
と
弁
護
士
と
の
距
離
を
縮
め
、
法
律
相
談
の
充
実
に
よ
る
市
民
の
弁
護
士
の
二
ー
ズ
を
喚
起
す
る

結
果
に
つ
な
が
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
市
民
の
弁
護
士
の
二
ー

ズ
を
掘
り
起
こ
し
て
、
法
な
い
し
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
弁
護
士
な
い
し
弁
護

士
会
の
重
大
な
責
任
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
前
掲
資
料
五
頁
参
照
。
な
お
、
同
資
料
は
合
計
数
を
五
九
・
三
九
％
と
し
て
い
る
が
、
右
四
五
・
五
九
％
と
一
三
・
七
九
％
を
合
計
す
る
と
本

　
　
文
に
記
載
し
た
よ
う
に
五
九
・
三
八
％
に
な
る
。

　
（
2
）
　
前
掲
資
料
五
頁
。

　
（
3
）
　
前
掲
「
自
由
と
正
義
」
四
頁
。
な
お
、
O
～
一
支
部
に
つ
い
て
は
吉
田
茂
「
弁
護
士
O
～
一
支
部
に
つ
い
て
」
前
掲
・
自
由
と
正
義
四
一
頁
以

　
　
下
も
参
照
。

　
（
4
）
　
前
掲
資
料
六
頁
、
吉
岡
良
治
「
弁
護
士
偏
在
の
現
在
と
課
題
」
自
由
と
正
義
・
前
掲
七
頁
、
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
七
七
～
七
八
頁
。
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（
5
）
　
吉
岡
良
治
・
前
掲
八
頁
。

（
6
）
　
前
掲
資
料
六
頁
、
吉
岡
良
治
・
前
掲
論
文
八
頁
。

（
7
）
　
前
掲
資
料
九
～
一
二
頁
。
な
お
、
前
掲
資
料
一
七
～
一
八
頁
は
O
～
一
支
部
と
本
庁
に
お
け
る
事
件
数
の
比
較
か
ら
弁
護
士
二
ー
ズ
の
比
較
を

行
っ
て
い
る
。

（
8
）
　
回
答
が
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
の
数
字
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
前
掲
資
料
一
五
頁
。

（
1
0
）
　
こ
の
点
で
あ
ま
り
明
確
と
は
い
い
得
な
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
前
掲
資
料
一
九
頁
参
照
。

弁護士偏在問題について

　
の
　
弁
護
士
二
ー
ズ
の
多
様
性

　
弁
護
士
の
二
ー
ズ
は
法
律
事
務
の
取
扱
い
の
他
、
行
政
委
員
会
、
専
門
委
員
、
調
停
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
の

調
停
人
と
い
う
面
で
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
委
員
や
調
停
人
と
し
て
は
、
法
律
的
知
識
の
他
、
弁
護
士
の
司
法
の
一
翼
を
担
う
者
と

し
て
の
中
立
性
が
重
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弁
護
士
の
職
域
は
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
徐
々
に
拡
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
。
特
に
近
時
A
D
R
が
数
多
く
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
種
A
D
R
は
そ
の
中
立
性
・
法
律
性
の

保
障
と
し
て
弁
護
士
、
法
曹
有
資
格
者
等
を
委
員
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
弁
護
士
職
の
本
来
的
な
も
の
は
法
律
事
務
の
処
理
に
あ
る

が
、
行
政
委
員
会
や
A
D
R
に
お
け
る
委
員
な
い
し
調
停
人
と
し
て
の
職
務
も
法
律
関
連
的
な
も
の
と
し
て
決
し
て
軽
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
が
今
日
の
社
会
の
現
状
で
あ
る
。
か
か
る
多
様
な
二
i
ズ
に
対
処
す
る
た
め
に
も
偏
在
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
強

調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
行
政
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
前
掲
資
料
三
七
頁
参
照
。

（
2
）
　
木
川
統
一
郎
1
1
石
川
明
編
「
特
集
・
裁
判
外
紛
争
処
理
制
度
の
現
状
と
展
望
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
八
号

川
明
「
A
D
R
基
本
法
の
制
定
を
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
九
号
（
一
九
九
九
五
年
八
月
）
。

（
一
九
九
〇
年
八
月
）
、
お
よ
び
石
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⑥
　
偏
在
の
原
因
と
対
策

　
社
会
生
活
の
進
展
に
伴
っ
て
法
的
紛
争
は
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
加
え
て
国
民
の
権
利
意
識
の
向
上
と
い
う
事
実
が
あ
り
、

さ
ら
に
訴
訟
事
件
が
多
様
化
・
複
雑
化
し
、
社
会
は
訴
訟
社
会
化
し
、
訴
訟
代
理
や
法
律
相
談
の
二
ー
ズ
も
増
え
て
き
て
い
る
。
弁
護
士

社
会
が
こ
の
二
ー
ズ
に
適
切
に
対
応
し
な
い
限
り
国
民
の
権
利
を
護
り
、
法
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
弁
護
士
の
責
任
な
い
し
役
割
は
こ

れ
を
果
た
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
点
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
地
方
に
お
け
る
弁
護
士
不
足
の
原
因
を
考
え
た
場
合
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
原
因
は
、
①
弁
護
士
総
数
が
不
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
、
お
よ
び
②
弁
護
士
の
偏
在
が
あ
る
こ
と
の
双
方
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
適
正
配
置
策
、
す
な
わ
ち

偏
在
防
止
対
策
が
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
総
数
が
不
足
し
て
い
れ
ば
弁
護
士
過
疎
地
が
生
ま
れ
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、

総
数
を
増
加
す
る
た
め
の
対
策
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
弁
護
士
過
疎
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
弁
護
士
人
口
増
加
論
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
一
〇
年
間

弁
護
士
は
、
二
、
○
○
○
人
以
上
増
え
て
い
る
が
、
弁
護
士
過
疎
の
問
題
は
少
し
も
解
決
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
増
加
し
て
い
る
」
と
の

　
　
　
　
（
2
）

指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
は
誤
り
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
、
○
○
○
人
と
い
う
増
え
方
が
中
途
半
端
な
の
で
あ
っ
て
、

よ
り
飛
躍
的
に
増
え
て
い
れ
ば
事
情
が
変
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
弁
護
士
過
疎
地
の
存
在
は
弁
護
士
の
絶
対
数
不

足
と
無
関
係
で
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
住
田
昌
弘
・
前
掲
論
文
一
六
頁
が
あ
る
。
住
田
説
を
支
持
し
た
い
。
勿
論
弁
護
士
数
を
増

や
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
で
弁
護
士
偏
在
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
以
上
に
相
当
な
程
度
に
ま
で
解
消
さ
れ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
偏
在
是
正
策
が
総
数
不
足
の
下
で
も
適
正
配
置
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
車
の
両
輪
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
弁
護
士
総
数
の
不
足
の
問
題
は
今
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
偏
在
防
止
対
策
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弁護士偏在間題について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
講
じ
る
た
め
に
は
偏
在
の
原
因
を
訊
ね
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
資
料
二
八
頁
以
下
は
、
弁
護
士
偏
在
に
つ
い
て
特
に
金
沢
に
例
を
と
っ
て
類
型
的
に
以
下
の
パ
タ
ー
ン
を
挙
げ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
産
業
構
造
型
、
②
交
通
事
情
型
、
③
本
来
的
偏
在
型
の
三
つ
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
偏
在
是
正
の
対

策
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
と
し
て
、
商
工
業
、
金
融
・
サ
ー
ビ
ス
業
等
が
存
在
す
る
都
市
部
で
は
、
法
律
事
務
の
必
要
性
が
認

　
　
　
　
　
　
（
4
）

め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
対
し
て
例
え
ば
農
林
業
・
漁
業
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
法
律
事
務
が
少
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
各
民

事
事
件
の
訴
額
が
比
較
的
低
く
、
法
律
事
務
を
弁
護
士
が
引
き
受
け
る
に
つ
い
て
、
採
算
が
合
わ
な
い
こ
と
、
加
え
て
、
市
民
の
所
得
水

準
が
低
く
て
弁
護
士
の
活
用
が
し
に
く
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
本
庁
管
内
に
偏
在
す
る
原
因
を
、

例
え
ば
、
車
社
会
の
発
達
、
道
路
や
交
通
網
の
整
備
等
に
因
る
交
通
事
情
の
改
善
に
よ
り
、
支
部
地
域
に
法
律
事
務
所
を
設
置
す
る
必
要

性
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。

　
③
に
つ
い
て
は
、
①
、
②
の
よ
う
な
事
情
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
護
士
数
が
少
な
く
弁
護
士
過
疎
化
が
見
ら

れ
る
地
域
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
偏
在
型
と
い
え
る
た
め
に
は
、
ω
当
該
地
域
に
弁
護
士
の
二
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
、
＠
当
該

地
域
に
弁
護
士
事
務
所
を
開
設
し
て
業
務
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
、
の
当
該
地
域
お
よ
び
近
接
地
区
に
弁
護
士
の
人
数
が
極
端
に
少
な
い

こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
偏
在
の
現
状
を
み
る
と
、
原
因
と
し
て
は
、
ω
＠
型
が
多
く
、
の
型
は
少
な
い
旨
の

　
　
　
　
（
5
）

分
析
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
ω
は
二
ー
ズ
が
あ
る
が
弁
護
士
業
が
業
務
と
し
て
採
算
に
合
わ
な
い
こ
と
、
＠
は
必
ず
し
も
二
i
ズ
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
本
庁
所
在
地
に
事
務
所
を
開
設
し
た
ほ
う
が
採
算
的
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
い
ず
れ
も
業
務
な
い
し
事

務
所
維
持
の
採
算
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
の
要
件
は
、
弁
護
士
総
数
の
増
加
に
よ
っ
て
解
決
し
得
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
ω
＠
の
事
情
は
共
に
、
弁
護
士
数
の
増
加
の
み
に
よ
っ
て
は
容
易
に
解
決
し
難
い
タ
イ
プ
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
弁
護
士
総

数
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
っ
て
＠
の
タ
イ
プ
の
偏
在
は
解
決
の
方
向
に
進
む
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
資
料
三
一
二
頁
も

＠
型
の
場
合
、
「
で
き
る
だ
け
支
部
管
内
に
法
律
事
務
所
を
開
設
す
る
よ
う
会
員
ま
た
は
新
入
会
員
に
勧
め
て
も
ら
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
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う
」
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
だ
解
決
の
余
地
の
あ
る
問
題
と
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ω
型
は
、
弁
護
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

会
な
い
し
所
属
弁
護
士
の
巡
回
的
法
律
相
談
等
に
よ
る
問
題
解
決
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
全
国
自

治
体
中
、
六
八
・
九
％
の
自
治
体
が
法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
の
内
弁
護
士
に
よ
る
相
談
は
五
一
％
に
過
ぎ
な
い
し
、
弁
護
士

以
外
の
も
の
の
み
に
よ
る
法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
る
六
一
六
自
治
体
の
二
一
・
一
％
に
あ
た
る
一
三
〇
自
治
体
は
、
相
談
を
頼
め
る
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

護
士
が
い
な
い
の
で
止
む
な
く
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
が
で
き
ず
に
い
る
旨
報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
弁
護
士
過
疎
が

認
め
ら
れ
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
①
定
期
的
な
巡
回
法
律
相
談
、
簡
単
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
、
商
工
会
議
所
、
弁
護
士
会
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
よ
る
電
話
に
よ
る
相
談
、
②
弁
護
士
会
が
法
律
事
務
所
を
開
設
し
て
、
嘱
託
弁
護
士
を
置
く
、
③
第
二
事
務
所
の
開
設
の
例
外
的
承
認
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

④
常
設
法
律
相
談
所
の
設
置
等
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
方
法
も
弁
護
士
総
数
を
増
や
さ
な
い
限
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

る
。
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
相
当
な
経
済
的
援
助
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
弁
護
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
よ
る
そ
の
職
務
の
公
共
性
の
認
識
、
弁
護
士
会
自
身
の
自
助
努
力
が
強
く
要
請
さ
れ
る
。
右
の
自
助
努
力
の
た
め
に
、
不
可
決
な
の
は
、

弁
護
士
職
が
市
民
の
た
め
の
法
律
家
・
法
治
国
家
に
お
け
る
法
秩
序
維
持
の
た
め
に
そ
の
責
任
の
一
翼
を
担
う
公
職
で
あ
る
旨
の
自
覚
で

あ
る
。

40

（
1
）
　
前
掲
資
料
一
六
頁
。

（
2
）
　
吉
岡
良
治
・
前
掲
論
文
一
二
項
。

（
3
）
　
弁
護
士
偏
在
の
原
因
分
析
と
対
策
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
「
自
由
と
正
義
」
の
各
論
文
が
あ
る
。
吉
岡
良
治
、
吉
田
茂
、
堀
内
政
司
の

各
前
掲
論
文
の
他
、
森
田
正
剛
「
弁
護
士
偏
在
の
原
因
に
関
す
る
一
考
察
と
金
沢
弁
護
士
会
の
対
応
」
二
六
頁
以
下
、
住
田
昌
弘
「
自
治
体
法
律
相

談
ア
ン
ケ
ー
ト
分
析
か
ら
弁
護
士
過
疎
と
法
曹
人
口
問
題
を
考
え
る
」
一
四
頁
以
下
、
森
竹
彦
「
弁
護
士
偏
在
問
題
解
決
へ
の
試
論
」
四
四
頁
以
下
、

藤
原
博
「
弁
護
士
適
正
配
置
を
求
め
て
」
五
二
頁
以
下
、
千
田
実
「
小
都
市
に
お
け
る
一
弁
護
士
の
偏
在
（
過
疎
）
に
関
す
る
体
験
的
一
考
察
」
五

六
頁
以
下
、
岡
崎
由
美
子
「
弁
護
士
偏
在
問
題
」
六
五
頁
、
原
幸
夫
「
長
崎
県
に
お
け
る
弁
護
士
偏
在
問
題
」
七
四
頁
、
お
よ
び
山
根
二
郎
「
弁
護

士
偏
在
問
題
と
変
質
す
る
日
弁
連
の
危
機
」
八
○
頁
お
よ
び
小
野
寺
康
雄
「
た
か
が
弁
護
士
、
さ
れ
ど
弁
護
士
」
三
八
頁
以
下
等
が
あ
る
。



（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

充
実
を
提
唱
す
る
も
の
と
し
て
吉
岡
良
治
・
前
掲
論
文
一
二
頁
が
あ
る
。

（
9
）
　
堀
内
政
司
・
前
掲
論
文
三
六
頁
も
参
照
。

（
1
0
）
　
前
掲
資
料
四
二
頁
。

（
n
）
堀
内
政
司
・
前
掲
論
文
三
六
頁
も
、
弁
護
士
過
疎
地
に
法
律
事
務
所
を
開
設
す
る
会
員
に
対
す
る
優
遇
措
置
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、

体
的
に
如
何
な
る
措
置
を
講
ず
る
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
前
掲
資
料
三
二
頁
以
下
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
森
田
正
剛
・
前
掲
論
文
三
二
頁
参
照
。

前
掲
資
料
三
二
頁
。

前
掲
資
料
三
二
頁
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

住
田
昌
弘
・
前
掲
論
文
一
五
頁
。

い
わ
ゆ
る
公
設
弁
護
士
事
務
所
の
発
想
で
あ
り
、
弁
護
士
会
の
み
な
ら
ず
、
法
律
扶
助
協
会
、
地
方
自
治
体
、
商
工
会
議
所
等
の
協
力
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
住
田
昌
弘
・
前
掲
論
文
一
七
頁
。
な
お
、
偏
在
解
決
策
と
し
て
法
律
事
務
所
の
開
設
と
弁
護
士
会
に
よ
る
法
律
相
談
活
動
の具

三
　
む
す
び

弁護士偏在問題について

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
弁
護
士
偏
在
の
是
正
策
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
は
、
弁
護
士
人
口
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
、
拙
稿
「
弁
護
士
と
司
法
書
士
の
役
割
分
担
1
い
わ
ゆ

る
司
法
書
士
会
埼
玉
訴
訟
第
一
審
判
決
を
契
機
に
し
て
　
　
」
法
学
研
究
六
八
巻
一
〇
号
一
頁
以
下
に
お
い
て
市
民
の
法
お
よ
び
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障
に
と
り
弁
護
士
人
口
の
増
加
が
最
善
の
策
で
あ
る
旨
説
い
た
。
弁
護
士
人
口
の
飛
躍
的
増
加
の
近
い
将
来
に
お
け

る
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
面
の
次
善
の
策
と
し
て
司
法
書
士
に
簡
裁
事
件
に
限
っ
て
一
定
の
範
囲
で
訴
訟
代
理
を
認

め
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
も
説
い
た
。
少
な
く
と
も
弁
護
士
過
疎
地
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障
と
い
う
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観
点
か
ら
法
律
相
談
も
一
定
の
範
囲
で
司
法
書
士
に
認
め
る
こ
と
も
必
要
な
場
合
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
司
法
書
士
は
簡
裁
管
轄
地
域

に
い
た
る
ま
で
万
遍
な
く
事
務
所
を
開
設
し
て
お
り
、
東
京
・
大
阪
で
も
そ
れ
以
外
の
都
道
府
県
で
も
司
法
書
士
一
人
当
た
り
の
住
民
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
は
開
き
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
私
の
右
の
結
論
は
法
学
研
究
の
私
の
前
掲
論
文
と
変
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
弁
護
士
の
偏
在
問
題
を
や
や
詳
細
に
取
上
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
結
論
の
若
干
の
補
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
を
正
確
に
論
証
す
る
た
め
に
は
、

な
お
弁
護
士
過
疎
地
に
お
け
る
司
法
書
士
の
配
置
状
況
を
的
確
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
の
調
査
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
護
士
過
疎
地
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
弁
護
士
だ
け
で
は
必
ず
し
も

市
民
の
法
的
二
ー
ズ
に
十
分
に
応
え
き
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
は
論
証
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。

　
既
述
の
と
お
り
、
地
方
自
治
体
の
法
律
相
談
担
当
者
に
弁
護
士
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
非
弁
護
士
が
担
当
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
非
弁
活
動
と
し
て
非
難
す
る
よ
り
は
、
弁
護
士
偏
在
の
解
消
に
こ
れ
ま
で
法
曹
界
が
怠
慢
で
あ
っ
た

と
の
批
判
を
受
け
て
も
止
む
を
得
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
法
曹
界
は
こ
れ
を
非
弁
活
動
と
し
て
非
難
す
る
以
前
に
自
ら
の
怠
慢

を
反
省
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
弁
連
を
は
じ
め
各
地
の
弁
護
士
会
自
身
が
偏
在
問
題
の
解
決
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ

て
よ
い
が
、
未
だ
そ
の
対
策
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
私
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　
な
お
偏
在
是
正
の
一
対
策
と
し
て
ド
イ
ッ
に
み
ら
れ
る
弁
護
士
の
各
裁
判
所
へ
の
分
属
性
（
N
三
霧
2
畠
）
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
（
1
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
八
一
号
二
頁
も
同
様
。

　
（
2
）
　
吉
岡
良
治
・
前
掲
論
文
六
頁
。
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